
      

 

ＪＲ東労組横浜地本は 2025年 4月 10日に、表題の施策の提案を受け、関係する分会や検修プロジェクト会議にて組合員と 

議論を進めてきました。提案では、鎌倉車両センター中原支所において、新系列車両の機能保全および臨時修繕作業の委託を 

進めるとされていますが、機能保全の施工体制や臨時修繕作業の直外区分、実施期日以降のＪＲ本体の体制は示されていません。 

現場では「今後の中原での働き方がどうなっていくのか不安がある」「プロパーの技術を高め切れるのか不安がある」「職場風土

に課題があるまま委託することは懸念がある」などといった不安の声が出されています。中原支所がメンテナンスする南武線・ 

鶴見線車両は、横浜エリアで特に過密な通勤通学輸送を担っており、当社内における短編成・中編成・長編成すべてのワンマン 

運転方式に対応する車両が配置されています。また沿線に派出検査がないことから、輸送障害発生時には直ちに出動する体制が 

取られており、ＪＲ本体がフィールドを持つことでの機動力を存分に生かした、安全安定輸送を実現しています。 

私たちＪＲ東労組横浜地本は、ＪＲ本体の体制の変化と、委託するグループ会社における、不十分な教育体制や業務負担の 

増大による安全の低下があってはならないと考えます。また、本施策により技術力と車両品質が低下し、南武線・鶴見線の輸送 

品質が悪化することもあってはならないと考えます。 

よって現場の声をもとに、労使で課題の認識一致を図り、安全を基軸として技術継承を永続し、社員が不安なく働ける職場を 

実現するため、11月 26日、首都圏本部に対して表題の申し入れを行いました。 

＜申し入れ内容 ・ 計２２項目＞ 

１． 実施日以降に中原支所に配置するＪＲ本体の体制と担務内容について示すこと。 

２． 本施策によりＪＲ本体で発生する担務変更や異動、および本人の希望把握の考え方について示すこと。 

３． これまで行ってきた統括センターとの融合と連携や、営業線サポートの取り組みについて、実施日以降の担当者の考え方を

示すこと。 

４． 南武線および鶴見線における雪害体制、および事故復旧区域について、変更があるのか明らかにすること。 

５． 体制の変更に伴い、業務用自動車の配置について、変更があるのか明らかにすること。 

６． ＪＲ本体が施工する定期検査に関する、ＪＲ本体の要員配置の考え方を示すこと。また、定期検査に付帯する業務（消耗品交

換・補充、フィルタ清掃等）の直外作業区分について示すこと。 

７． 機能保全完了時の受け取り検査については、ＪＲとしてどのように行うのか示すこと。また検査の完了は、グループ会社の作

業完了をもって行うのか、その後のＪＲによる受け取り検査の完了をもって行うのか、考え方を示すこと。 

８． 工具や試験機について、ＪＲ本体とグループ会社が共用する場合の所有区分について考え方を示すこと。 

９． 車両の定期検査に併施して行っている一斉点検や一巡点検、改修工事、電池取替等の直外区分の考え方を示すこと。 

１０． グループ会社が施工する機能保全中に発見された不具合への対応について、他編成との部品の振替や流用が必要となった

場合は、グループ会社の判断で行うのか考え方を示すこと。 

１１． グループ会社が施工する機能保全において、総合車両センターに保管された予備品が必要な場合、運搬の実務やバイク便等

の手配はグループ会社が行うのか考え方を示すこと。 

１２． E233系の機能保全工程については、2021年11月提案「新系列車両機能保全体制の見直しについて」（横浜支社）により、

年保全を計５名体制、月保全を計４名体制に変更してきたが、本施策による委託にあたって変更するのか示すこと。 

１３． 首都圏本部として、機能保全および交番検査の標準化の取り組みを行う中で、車種別の標準工程や標準時間が検討されて

いるが、委託後の機能保全に対しても標準化を適用するのか示すこと。 

１４． 委託する機能保全の作業に関して、グループ会社の見習いスケジュールとプロパー社員の養成規模を示すこと。また、委託

後のグループ会社における教育体制の考え方を示すこと。 

１５． 教育を目的としたＪＲ社員の出向について、行う場合の規模感と対象者の考え方を示すこと。 

１６． 委託する機能保全の作業における電子チェックリストについては、グループ会社が同等の環境を継続して使用できるように

するのか示すこと。 

１７． 臨時修繕作業について、ＪＲ本体が継続して行うものと、グループ会社に委託するものについて直外区分を示すこと。特に、

無線機や防犯カメラ記録メディア読み出しの作業についての取り扱いを示すこと。 

１８． 臨時修繕の委託作業について、グループ会社社員への教育・訓練スケジュールと、必要な資格取得に向けた考え方を示すこと。 

１９． 矢向電留や弁天橋構内への出張修繕の直外区分について考え方を示すこと。 

２０． メーカー改修作業の立会いや、部外者入所時の安全教育の対応を委託するのか示すこと。 

２１． 本施策に伴う委託先会社が、さらに第三者へ業務委託する可能性について考え方を示すこと。 

２２． 本施策に伴う、ＪＲ本体およびグループ会社検修社員の詰所の変更があるのか示すこと。 
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